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市は、特定健康診査（特定
健診）を行っています。
同健診は、糖尿病・高血圧

症・脂質異常症などの生活習
慣病の原因となる内臓脂肪症
候群（メタボリックシンド
ローム）の人を早期に発見し
ます。内臓脂肪症候群は心筋
梗塞・脳卒中などの重大な病
気につながり、生活の質の低
下を招きます。
対象者には受診券・受診票

などを郵送しました。同健診
を受けて、生活習慣病を予防
しましょう。
対象＝京田辺市国民健康保

険に加入している 40 歳～ 74

歳の人
内容＝身体計測、血圧・尿・

血液・心電図検査など
受診日から 1・2 カ月後に

医療機関から結果が郵送され
ます。生活習慣病のリスクが
高いと判定された人には特定
保健指導を行います。
費用＝無料
受診方法＝受診券の裏面に

ある指定医療機関で受診して
ください
受診期限＝ 8月 31 日㈮
問合せ先＝▼国保医療課

（☎ 64-1332）▼健康推進課
（☎ 64-1335）

10 月 1 日から、国
民年金保険料の未納分
は、過去 10 年までさ
かのぼって納付できる
ようになります。
期間は平成 27 年 9
月 30 日までの 3 年間
です。
対象者には日本年金
機構から案内を郵送し
ますので、納付を希望
する人は申請してくだ

さい。
対象＝過去 10 年間
に、国民年金の保険料
未納期間や未加入期間
がある人
老齢基礎年金受給者

（繰り上げ受給者を含
む）・老齢基礎年金の
受給要件を満たす 65
歳以上の年金待機者を
除きます。
保険料額＝未納時の

保険料と同額
ただし、3年度以上
さかのぼって納付する
場合は、加算金が掛か
ります。
申請・問合せ先＝
▼京都南年金事務所
（ ☎ 075-643-2547）
▼ 国民年金保険料
専 用 ダ イ ヤ ル（ ☎
0570-011-050）

市と消防本部は、職員採用試験を行
います。行動力があり、熱意にあふれる、
京田辺市の未来を担う新たな力を求めて
います。
【申込期間】
8 月 6 日㈪～ 17 日㈮午前 8時 30 分
～午後 5時 15 分
正午～午後 1時、土・日曜日を除き
ます。
【第 1次試験日】
9 月 16 日㈰
【採用予定日】
平成 25 年 4月 1日

【職種と受験資格】
事務職員Ａ＝昭和 62 年 4 月 2 日以
降に生まれた人
事務職員Ｂ＝昭和 47 年 4 月 2 日以
降に生まれ、平成24年8月1日現在で、

民間企業で正社員としての職務経験が
5年以上ある人
保育士・幼稚園教諭＝昭和 60 年 4
月 2 日以降に生まれ、保育士・幼稚
園教諭の両資格を有する人（取得見
込みを含む）
技術職員（土木）＝昭和 60 年 4 月
2日以降に生まれた人
【採用予定人数】
事務職員Ａ＝ 11 人
事務職員Ｂ＝若干名
保育士・幼稚園教諭＝ 2人
技術職員（土木）＝ 3人
【申込方法】
職員課か市ホームページにある試験
案内を確認の上、申込書に写真（申込
前 6カ月以内撮影、正面・脱帽・上半身、
縦 4㎝×横 3㎝）を貼り、本人が持参
してください。郵送・代理人による提
出は受け付けません
【申込・問合せ先】
職員課（☎ 64-1324）

【受験資格】
昭和 62年 4月 2日以降に生まれた人
視力など身体的条件がありますの
で、詳しくは試験案内をご覧ください。
【採用予定人数】
3 人
【申込方法】
消防本部・各分署か市ホームページ

にある試験案内を確認の上、申込書に
写真（申込前 6 カ月以内撮影、正面・
脱帽・上半身、縦 4㎝×横 3㎝）を貼り、
本人が持参してください。郵送・代理
人による提出は受け付けません
【申込・問合せ先】
消防総務課（☎ 63-7825）

消防本部は、8月 1 日
㈬から 7 日㈫まで、夏
の火災防止運動を行いま
す。
この時期は、花火や仏
壇のろうそくなど火気の
取り扱いが多くなりま
す。
また、暑さで注意力が
散漫になるとともに、警
戒心も薄れやすくなって
います。
消防本部は、火気取り
扱いの不注意などによる
火災を防ぐため、広報活
動や事業所などへの立入
検査・消防訓練などを行
います。
みなさんも防火意識を
より一層高め、家庭や職
場から火災をなくしま
しょう。
問合せ先＝消防本部予
防課（☎ 63-7826）
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8 月は人権強調月間です。市は人
権問題研修会を開きます。
同研修会を通じて人権問題を正し
く理解し、すべての人が傷つかない
幸せな社会を築きましょう。
日にち・テーマなど＝下表のとおり

時間＝午後 1時 30 分～ 3時
場所＝コミュニティホール
定員＝各 250 人
参加費＝無料
問合せ先＝人権啓発推進課（☎
64-1336）


